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「携帯電話の問題から子どもを守ろう運動」に係る 

保護者向け啓発資料について（通知） 

 

 

 この度，「携帯電話の問題から子どもを守ろう運動」に係る保護者向け啓

発資料（ＰＤＦファイル）を作成しましたので送付します。 

ついては，啓発資料等を活用し，携帯電話の問題から子どもを守るため，

児童生徒が携帯電話を学校に持ち込まない指導や発達段階に応じた情報モラ

ル教育の充実が図られるよう，所管する学校を指導してください。 

また，保護者に対しては，啓発資料等を活用し，子どもの携帯電話に保護

者が責任を持つことや携帯電話を持つ際には，「わが家の『ケータイルール』」

を親子で話し合って作るなど，学校と家庭が協力してこの運動が実効性のあ

るものになるよう指導の充実を図ってください。 

なお，平成２１年３月２７日付け「『携帯電話の問題から子どもを守ろう

運動』に係る啓発資料について（通知）」も指導の参考にしてください。 
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